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平成２６年度 税制改正解説
所得税～ゴルフ会員権売却損の損益通算廃止

〇平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用される。

・譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、

「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」が追加されます。

・具体例としては、ゴルフ会員権、リゾート会員権などが該当します。

１．改正の概要

２．実務上の留意点

３．今後の注目点

速 報

損失の内容 改正前 改正案

ゴルフ会員権、
リゾート会員権など（※）

売却により生じた損失
＜他の所得との損益通算＞

可能
＜他の所得との損益通算＞

不可

災害、盗難、横領
により生じた損失

＜雑損控除の適用＞
可能

＜雑損控除の適用＞
不可

・ゴルフ会員権等の売却により生じた損失について、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができなくなる。

・含み損を抱えているゴルフ会員権などを保有している場合は、平成26年3月31日までに、会員権相場や損益通算による税効果を

踏まえ、売却するかどうか検討が必要である。

・「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」の詳細な内容は、法案や政令等での確認が必要である。

（※） ゴルフ会員権取引業を行う者が所有する販売用のゴルフ会員権などを除く。


